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．問題の所在

．気候変動問題をめぐる政策アイディア

．米国における気候変動問題への取り組み

ブッシュ政権の気候変動政策

米国議会での気候変動問題をめぐる議論の展開

州政府による取り組み

民間レベルでの取り組み

．気候変動問題の位置付けと多元的な取り組みに関する考察

．結びにかえて

．問題の所在

年 月に京都で開催された国連気候変動枠組条約（

）の第 回締約国会議（ ）

において京都議定書が採択されてから 年が経過した。京都議定書では、先進国の

温室効果ガス排出量について法的拘束力のある数値目標が各国ごとに設定され、

年から 年までの第一約束期間に、 年（削減基準年）の排出量から日本

は ％、米国は ％、 は ％の削減が約束された。 年から第一約束期間が

始まるのを前にして、国際社会における地球温暖化問題への関心はより一層、高

まっている一方で、京都議定書は採択から 年を経て 年 月にようやく発効し

気候変動問題に関する政策アイディアの共有と対立 米国
政府、議会、州政府、民間レベルにおける多元的取り組み

小 尾 美千代



─ ─

たものの、米国とオーストラリアが離脱したことに加えて、中国やインドを含めた

発展途上国にはそもそも削減義務はないことから、削減対象は世界の排出量の 割

程度に止まっており、温暖化防止に対する効果は疑問視されている。そのため、最

近では京都議定書が期限切れとなる 年以降の枠組みをめぐって、様々なレベル

で議論が行われており、 年 月 日からは国連本部で カ国の首脳を含む約

カ国の代表が参加して、気候変動問題に関するハイレベル会合が開かれた。ま

た、これに続いて 日からは、世界の温室効果ガス排出量の約 ％を占める カ国

と欧州連合（ ）代表が参加した主要排出国会議が米国政府の主催で行われたよう

に、「ポスト京都（議定書）」が重要な議題となっている。地球温暖化に関しては、

他にも （主要先進国会議）や などの複数の枠組みで協議されているが、

「ポスト京都」がどのような枠組みになるにしても、主要排出国の参加は効果的な

枠組みにとって非常に重要な条件になることは確かであろう。

この点で注目されるのが京都議定書には参加していないものの、温室効果ガスの

二大排出国となっている米国と中国の動向である。 年時点で二酸化炭素に換算

した米国と中国の排出量は世界全体の ％を占めており、 位であるロシアの排

出量の割合が ％であることと比較しても、これら二ヵ国がいかに多くの温室効

果ガスを排出しているかがわかる 。特に中国については、 年 月にオランダ

環境評価機関（ ）が 年

の中国の二酸化炭素排出量が初めて米国を上回り、世界一になったと発表した 。

中国だけではなくインドやブラジルなど、急速に経済成長を遂げている発展途上国

を中心として温室効果ガス排出量やその世界的な割合は増加しているものの、多く

の発展途上国は温暖化対策の責任は主に先進国が負うべきであるとして、排出量削

減には消極的である。他方で、米国政府は排出量が増加している発展途上国を含め
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た取り組みでなければ経済に悪影響をもたらすだけで効果は期待できないとして、

京都議定書への離脱を行っている。とはいうものの、米国の積極的な関与なしに主

要排出国である発展途上諸国が積極的にこの問題に取り組むことは期待できないだ

ろう。その意味で米国の地球温暖化政策は米国内における温室効果ガス削減に止ま

らず、国際社会全体での対応の行方に大きく影響を及ぼすものであり、今後の動向

が注目されている。

これまで、京都議定書からの離脱に象徴されるように、米国は地球温暖化対策に

非常に消極的と見られてきた。京都議定書からの離脱を決定したブッシュ政権だけ

ではなく、そもそも 年 月に上院議会では京都議定書の批准を実質的に拒否す

る「バード・ヘーゲル決議（ ）」が 対 の全会一致で採択されていた 。

また、ブッシュ政権が温室効果ガスの削減策に対して消極的な要因の一つとして、

石油産業からの影響力がしばしば指摘されているが、世界最大の民間石油会社であ

るエクソン・モービル（ ）社の英国法人に対しては、 年 月に英国

王立協会（ ）が公開書簡を出している。その書簡の中で王立協会

は、エクソン・モービル社の気候変動に関する見解を「不正確かつ誤解を招く」も

のとして批判し、さらに、地球温暖化に対する「懐疑論」を強く支持している の

シンクタンクに 年の 年だけで 万ドルの寄付を行っていることも批判して

いる 。

このように、米国では行政府、議会、民間企業などの様々なレベルにおいて積極

的な地球温暖化対策に後ろ向きの状態にあったと言える。しかしながら、ここ数

年、特に 年の中間選挙以降、気候変動関連の公聴会が議会で開かれたり、新聞

や ニュースなどのメディアでも取り上げられたりする機会が増加しており、米

国内では地球温暖化に対する関心が高まってきている。 年の中間選挙では上下

両院ともに民主党が勝利を収め、それまでの共和党優位だった状況から大きく変化
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したことに加え、 年の大統領選挙を前にして民主党が気候変動問題への積極的

な取り組みを主張することで共和党との違いをアピールしている側面も見受けられ

る。 年 月から開かれている第 議会では、 月中旬までの間に気候変動や

温室効果ガス排出に関する法案や修正法案、決議案が 以上提出され、公聴会も

回以上開催されている 。

特に注目されるのは州レベルや民間レベルでの取り組みの活発化、積極化である。

州レベルでは 年 月以降、 分の 以上の州で温室効果ガス削減を意図した法

律や政令（ ）が成立しているが、最近では地域ごとに州レベルでの

キャップ・アンド・トレード型の排出量取引制度が形成されていることに加えて、

独自に温室効果ガス削減目標を設定する州も増加している 。

キャップ・アンド・トレード型の排出量取引とは、発電所や企業など個々の排出

アクターに対して、二酸化炭素や温室効果ガスなど対象となるガスの排出許容量の

上限（キャップ）となる排出枠が設定され、排出枠よりも少ないレベルにまで排出

量を削減した参加アクターは、その余剰分を売却することができ、逆に排出枠以内

にまで排出量を削減できなかった排出アクターはその分を購入する仕組みのことで

ある。多くの場合、参加アクターは排出量をキャップ以下に削減することが義務付

けられることから、経済メカニズムを利用した強制的な排出量削減の制度として注

目されている。

キャップ・アンド・トレード型の排出量取引は欧州を中心に政府による導入例が

見られるが、米国ではシカゴに民間の取引市場が開設されており、後述のように、

特に最近の取引量は急増している。また、民間レベルでの気候変動問題への取り組

みとしては、米国の主要企業と環境系シンクタンクによって構成される「米国気候

活動パートナーシップ（ ）」が

注目を集めている。 は 年 月に報告書を公表し、かなり厳格な排出量
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削減目標を設定した上で、連邦政府や議会に対して、全米統一ルールに基づく排出

量取引制度の早期導入を要請したのである。その後も米国の三大自動車メーカーが

に参加するなど、参加メンバーが増加しているだけではなく、大企業が多

く参加していることからもその活動が注目されている 。

このように、今日の米国社会では様々なレベルにおいて気候変動問題に対する積

極的な対応が見られるようになっているが、その一方で、現在のブッシュ政権期に

は政府の政策は大きく変化しないだろうとの見方もあり、温室効果ガス削減に反対

する強硬派も政権内部や議会において少数派になったわけではない。また、州レベ

ルでも温暖化対策に消極的な州もまだ見受けられる。それでも、かつて上院におい

て京都議定書の批准が全会一致で否決された状況と比較すれば、社会全体が大きく

変化してきていることは確かであろう。それでは、なぜこのような変化が生じてき

たのだろうか。特に、かつて全会一致で京都議定書の批准を否決した議会では、い

つごろから、どのように気候変動問題に対する見解が変化してきたのだろうか。ま

た、気候変動問題に関して意見が対立している要因は何であろうか。さらに、議会

や州レベル、民間レベルでの地球温暖化対策への積極的な対応は連邦政府の政策に

対してどのような影響を与えているのだろうか。本稿ではこれらの問題について、

気候変動問題の多面的特徴に注目し、政策アイディアの観点から考察することを目

的とする。

以下では、まず、気候変動問題をめぐる政策アイディアについて整理し、その上

で主にブッシュ政権期における行政府、議会、州、民間のそれぞれのレベルにおけ

る地球温暖化への対応の変化を分析する。これらの分析をふまえて、地球温暖化問

題をめぐって対照的な立場が併存している要因と、それぞれの領域における変化が

特に行政府に与える影響について考察する。気候変動問題をめぐる政策アイディア

の変容を明らかにすることで、今後も様々な枠組みにおいて協議されるであろう、

国際社会での取り組みを分析する際の手がかりとしたい。
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．気候変動問題をめぐる政策アイディア

気候変動問題の中心的な課題は地球温暖化であるが、これは地球の気候体系とい

うグローバルな共有資源（ ）をめぐる問題であり、競合性と非排他性を特徴

とする準公共財、すなわち、特定の利用者の行為（温室効果ガスの大量排出）によ

る悪影響は全体に及ぶが、そうした利用者を排除できない財をめぐるガバナンスの

問題である 。地球温暖化による影響に関しては、 （

気候変動に関する政府間パネル）の第 作業部会が 年 月

に報告書を発表しているが、それによると、海面上昇による洪水被害、絶滅する生

物種の増加、食糧生産性の変化、熱波・洪水・干ばつによる罹病と感染症被害の増

加などが予想されている 。

他方で、 年 月に公表された の「自然科学的根拠（

）」を主題とする第 作業部会による第 次評価報告書では、地球温暖化が進

行していることが断定され、その原因に関しては、「人為起源の温室効果ガスの増

加によってもたらされた可能性がかなり高い」とされた 。京都議定書で削減対象

となっている温室効果ガスは、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素 、 類（ハ

イドロフルオロカーボン類）、 類（パーフルオロカーボン類）、 （六ふっ

化硫黄）であるが、このうちおよそ ％を占める二酸化炭素の排出削減が地球温暖
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化対策の中心となっている 。二酸化炭素は主に石油や石炭といった化石燃料の燃

焼によって排出されることから、地球温暖化問題はエネルギー問題と深く関連して

いる。化石燃料による発電を中心とするエネルギー消費を抑制したり、相対的にコ

ストが高い代替燃料の利用を増加したりすることは経済的な負担が大きいと見なさ

れていることに加えて、エネルギー確保は安全保障にとっても重要な問題である。

そのため、温室効果ガスの排出量削減に対しては、エネルギー政策の観点から消極

的な見解が示されることが少なくない。

また、気候変動対策に関しては、時間的な枠組みも問題を位置付ける上では非常

に重要である。すなわち、地球温暖化によって自然環境、食糧生産、公衆衛生、居

住環境などへの大きな被害が想定されているが、これらは将来的なコストであり、

その対策を担うアクターにとっては、温室効果ガスを削減するために必要な現在の

コスト負担の方が重要な問題となることが多い。加えて、気候変動やその影響に関

する予測に関しては、予測である以上ある程度の不確実性をともなうことは避けら

れず、こうした不確実性も現在のコスト負担を避ける要因となっている。しかしな

がら、同時に、将来的に地球温暖化が深刻化するほど、それによる被害や対応する

際のコストも大きくなるために、今のうちに対応しなければ問題に対処するコスト

はさらに大きくなってしまうとの見方もある。

このように、多くの領域に関連している気候変動問題への対応に関しては、どの

ような問題として位置付け、どのような時間軸でコストや利益を捉えるかが大きな

鍵となるだろう。そこで、次節以降では、米国社会における行政府、議会、州政

府、民間企業による対応を概観し、それぞれがどのように気候変動問題を捉えてい

るのかについて検討する。

．米国における気候変動問題への取り組み

ブッシュ政権の気候変動政策

ジョージ・ ・ブッシュ大統領は、 年の大統領選挙戦において、発電所か

ら排出される二酸化炭素の削減を公約としていたものの、就任後まもなくその政策

は大きく変化した。その変化が表面化したのは、 年 月下旬に発表された京都
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議定書からの離脱であった。フィッシャー（ ）報道官は会見で、「ブッ

シュ大統領は京都議定書を支持していない」と明確に述べ、さらに、上院でのバー

ド・ヘーゲル決議や、京都議定書の成立には ヵ国の批准が必要なことから、京都

議定書は効果的な条約ではないことを離脱の理由として説明した 。

ブッシュ政権の気候変動政策は 年 月に「気候変動イニシアティブ（

）」として発表された。その主な内容は、 年までに温

室効果ガスの単位当り排出量（ ）を 年よりも ％削減す

ることであった。温室効果ガスの単位当り排出量は「原単位」と表記されることも

あるが、 単位当りの温室効果ガスの排出割合を示したものである。気候変動

に関する活動を行っているシンクタンクであるピューセンター（ ） が

行った「気候変動イニシアティブ」の分析によると、目標が達成されたとしても

年までに温室効果ガスの絶対的排出量は ％増加し、それは京都議定書での基

準年である 年よりも ％の増加にあたるという。そもそも、 単位当りの

排出量は、エネルギー効率の改善、新たな情報通信技術の導入、重工業から低エネ

ルギー集約産業への転換などの結果、過去 年間以上にわたって減少傾向にあり、

年代は ％、 年代は ％減少していた。「気候変動イニシアティブ」で目

標として掲げられている「 年までに単位当り排出量を ％削減」とは結局のと

ころ、これまでの減少傾向と同程度であるという点で「現状維持（

）」の目標にすぎないものであった 。

また、「気候変動イニシアティブ」と同時に発表された「クリア・スカイ・イニ

シアティブ（ ）」では、発電所から排出される三大汚染物質で

ある窒素酸化物、硫黄酸化物、水銀を 年までにそれぞれ約 ％削減することが

目標として設定され、そのための手法としては、キャップ・アンド・トレード方式

小 尾 美千代
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による排出量取引が導入されることとなった 。その一方で、このような強制的な

手法は温室効果ガスの削減に対しては導入されず、企業による自主的な取り組みと

技術開発を中心とする対策となった。ブッシュ政権は自らの気候変動政策を「現実

的かつ成長志向の取り組み」 としたように、温室効果ガスの削減による地球温暖

化対策よりも自国の経済発展が優先された。国連気候変動枠組条約の締結国に対し

て提出が義務付けられている報告書である「米国の気候活動報告書 （

）」には、「経済発展が地球環境を保護する鍵である」と

記されている。さらに、ブッシュ大統領自身も「気候変動イニシアティブ」を発表

した際のスピーチで、「経済成長が環境に優しい技術開発に対する投資を拡大させ

る上で重要であり、その点で環境保全にとっての鍵である」と述べた他、「我が国

は経済成長をしなければならない（ ）」と主

張し、経済成長は「問題ではなく解決策」との認識を強調した 。

実際に、ブッシュ政権の気候変動政策には技術開発や民間の自主的な取り組みを

中心とする経済支援策が多くを占めている。ブッシュ政権の気候変動政策を概観す

るにあたって、行政管理予算局（ ）が 年

月に議会に提出した、気候変動に関する連邦政府予算についての報告書で用いら

れている分類が参考になる。同報告書では国内および国外向けの気候変動対策が

つに分類されている 。 つの分類とは、「気候変動に関する科学」、「気候変動

に関する技術」、「国際支援」、「エネルギー税規定（ ）」で

ある。このうち「気候変動に関する科学」の中核をなすのは「気候変動科学プログ

ラム（ ）」 である。 は、 （米

気候変動問題に関する政策アイディアの共有と対立 米国政府、議会、州政府、民間レベルにおける多元的取り組み

（ ） アクセス

（ ）
アクセス

（ ） アクセス

（ ） アクセス
以下、予算の数値はこの報告書を参照した。
米国気候変動科学プログラムのウェブサイト
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国航空宇宙局）、全米科学財団（ ）、米国海洋大

気庁（ ）など の省庁が中

心となって気候変動をめぐる不確実性や気象観測システムなどに関する研究を実施

しており、 年度に気候変動対策として支出された総額 億 万ドルのうち、

億 万ドル（ ％）が支出された。

また、気候変動に関する技術については複数の省庁における気候変動に関する調

査研究を調整する役割などを果たす「気候変動技術プログラム（

）」 を中心に、予算総額の ％にあたる 億 万

ドルが支出された。気候変動関連予算の半分近くを占めているだけあって、このプ

ログラムでは様々な技術開発の研究開発プロジェクトが行われている。例えば、エ

ネルギー源に関する研究開発としては、「燃料電池イニシアティブ（

）」 、「炭素隔離（ ）」 、炭素隔離プログラムの一

環でもあり、二酸化炭素を排出しない石炭発電所の開発を目的とする官民共同事業

の「フューチャー・ジェン（ ）」、主に燃料電池自動車の開発やインフラ

整備に関するインフォーマルな官民パートナーシップである「フリーダム と

燃料パートナーシップ（ ）」 などが挙げられる。

また、官民のパートナーシップとしては他にも、電力会社や石油業界、自動車や鉄

鋼などの重化学工業といったエネルギー集約型の産業との自主的な行動プログラム

小 尾 美千代

米国気候変動技術プログラムのウェブサイト
再生可能資源、原子力、化石燃料からの水素生成や水素の備蓄、安全性、インフラ整備、さらに

は燃料電池に関する研究開発や基礎研究などが行われる
（ ）。
このプログラムでは化石燃料から排出される二酸化炭素の回収、貯留、隔離などが対象となって

おり、「炭素隔離リーダーシップ・フォーラム」、「地域隔離パートナーシップ」、「 プロジェ
クト」、「炭素隔離中核プログラム」からなる
（ ）。

メンバーはエネルギー省、エネルギー企業（ 、
、 、 、 （ ）、米国自動

車研究協議会（ ）メンバー（ダイムラー・クライ
スラー、フォード、 ）。本プログラムの詳細についてはエネルギー省のウェブサイトを参照
（ ）。

のウェブサイト
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である「気候 パートナーシップ（ ）」 や、企

業による自主的な温室効果ガス排出量の報告や長期的な排出削減目標の設定を中心

とする「気候リーダーズ（ ）」 が活動を行っている。

「国際支援」としては、発展途上国によるエネルギー効率の改善、再生可能エネ

ルギーの利用、土地利用や森林利用を通じた気候変動対策に対する支援が行われて

おり、 億 万ドルが支出された他、税金に対する優遇措置としては、エネル

ギー効率の向上や代替エネルギーの技術など、温室効果ガスの削減に関する技術開

発への投資に対して、 億 万ドルが支出された。このように米国政府の「気候

変動政策」の多くはエネルギー開発や科学技術に関連したものであり、また、そう

した対策が経済成長を促進するものであることが強調されている。

米国議会での気候変動問題をめぐる議論の展開

京都議定書の批准が全会一致で否決された「バード・ヘーゲル決議」は、

の第 回締約国会議（京都会議）が 年 月に開かれる直前の 月に可決された。

同決議では、「発展途上国に対しても温室効果ガスの削減を義務付けない限り、あ

るいは、米国経済に多大な負担を与える場合には、 の附属書 国（先進国）

に対してのみ温室効果ガスの削減を義務付けるような京都議定書を批准すべきでは

ない」とされた。このように、反対の主な理由は、温室効果ガスの削減を一部の排

出国に対してのみ義務化する方法は経済的なコストに比して効果が期待できないと

いう、京都議定書の有効性にあった。発展途上国が温室効果ガスの排出削減の義務

を負っていないことは事実であるが、上院が全会一致で京都議定書の批准や経済的

負担が生じる取り組みを否定したことは国際社会に大きな衝撃を与えた。

このような党派を超えた消極的な姿勢に変化が見え始めたのはブッシュ大統領が

就任した 年以降のことであり、上院において温室効果ガス削減を義務付ける法

案が初めて審議されたのは 年のことであった。この「 年気候管理法案

（ ）」（ ）は、エネルギー、運輸、製造業などを

気候変動問題に関する政策アイディアの共有と対立 米国政府、議会、州政府、民間レベルにおける多元的取り組み

気候リーダーズについての環境保護庁のウェブサイト
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対象として、排出量取引制度によって温室効果ガスの排出量を 年までに

年水準にすることを義務付けた法案であり、アリゾナ州選出のマケイン（

）上院議員（共和党）とコネチカット州選出のリーバーマン（

）上院議員（民主党 ）によって提出されたことから「マケイン・リーバーマ

ン法案」とも呼ばれている。

この法案をめぐる上院での審議は、 年のバード・ヘーゲル決議以来の重要な

ものとなった。「 年気候管理法案」はブッシュ政権による気候変動戦略と異な

り、自主的な取り組みではなく、市場メカニズムを利用した排出量取引制度を通じ

た温室効果ガスの排出削減を義務化するものであり、また、経済規模との相対的な

排出量ではなく、絶対的な排出量を対象としている点に大きな特徴がある。この法

案に対して、ブッシュ政権は行政府見解（ ）を発

表し、強い反対を表明するとともに、バード・ヘーゲル決議にも反しているとして

法案を成立させないように上院に対して呼びかけた。その理由として経済的な悪影

響が強調されており、この法案に従って排出量取引が開始されると一世帯当りのエ

ネルギー料金は年間 ドル増加し、電力や天然ガスの価格が 年には ％値上

がりするとのエネルギー省エネルギー情報局による試算が示された。さらに、こう

した政策は雇用にも多大な影響を与え、 年には 万人の職が失われるとの見通

しも紹介された。その上で、気候変動問題への対応としては、 年の気候変動戦

略に基づいた、自主的な取り組みを中心とする経済成長を阻害させないブッシュ政

権のアプローチが有効であるとの見解が示された 。

これに対して、リーバーマン議員は上院本会議において、気候変動問題を経済・

国民の健康・環境にとっての脅威としてとらえ、気候変動への対応が何も取られな

い場合に米国が被るコストは年間 億ドルになるとして、排出削減策を遅らせる

ことの方が米国社会にとって経済的に不利益になると主張した。また、マケイン議

小 尾 美千代

リーバーマン議員は 年の中間選挙の際に民主党からの指名を獲得できずに「無所属」となっ
たが、選挙では当選し、現在の第 議会では「独立系民主党（ ）」としている。

（ （ ） ）
（ ） アクセス



─ ─

員は、ブッシュ大統領の指示により作成された全米科学アカデミー（

）による気候変動に関する報告書に基づいて、気候変動

の原因は人為的活動にあるとの科学的コンセンサスにもかかわらず、科学的な不確

実性を強調している同政権を批判した。そして、後述するように、北東部諸州が二

酸化炭素の排出量取引制度を形成していることを根拠に、経済的コストが高いとの

批判は当たらないとの見解を示した。しかしながら、この法案は投票の結果、 対

で否決された 。

その後、この法案は 年 月 日に「 年気候管理法案（

）」（ ）として再び提出された。さらに、その内容を拡大し、

上院本会議で審議予定であったエネルギー法案（ ）に対

する修正法案（ ）として再提出されたものの、結局、 年 月

日に 対 で否決された 。しかし、その翌日、民主党のビンガマン（

）上院議員（ニューメキシコ州）は共和党のドミニッチ（ ）エネル

ギー資源委員会議長（ニューメキシコ州）を共同提案者としてエネルギー法案への

修正案として、温室効果ガスに対する強制力のある排出制限の設定を求める決議

（ ）を提出した。その内容は、「議会は温室効果ガス排出に対し、市場メ

カニズムに基づいた強制力のある制限とインセンティブをもたらす包括的かつ効果

的な国家計画を制定すべき」というものであった。ビンガマン議員は、「上院には

年の京都議定書に強硬に反対した投票記録が残っているからこそ」、単なる決

議案にすぎないとしても排出量を抑制し、排出率を低減させ、固定させることにな

るであろう何らかの強制的なシステムを形成すべきと合意することは重要な意味を

持つ、と主張した。そして、京都議定書に反対したことは、深刻な気候変動問題に

対して対応すべきでないとしているわけではなく、上院として責任ある行動を取る

ためには強制的に排出量を制限する必要があり、こうした取り組みは早いほうが望

気候変動問題に関する政策アイディアの共有と対立 米国政府、議会、州政府、民間レベルにおける多元的取り組み

松山貴代子、 「米気候管理法案、上院本会議で審議 その概要と波紋─
」『 海外レポート』 号、 年 月 日。

ワシントン事務所「デイリーレポート 年 月前半分」
（ ） アクセス。
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ましく、行政府に対してこのような見解を受け入れるように説得することもできる、

と述べた。これに対して、共和党のインホフ（ ）上院議員（オクラホマ州）

は強く反発したものの、エネルギー資源委員会のドミニッチ議長が共同提案者とし

てこの決議を支持していたことから投票が行われることとなり、この決議案は 対

で可決された 。

さらに、 年 月には、全ての主要な排出国による削減体制を確立するために、

国連気候変動枠組条約に基づいた協議に参加することを要求する、「バイデン・ルー

ガー決議（ ）」（ ）が上院外交委員会に

おいて 対 で可決された。この決議案はデラウェア州選出のバイデン（

）議員（民主党）とインディアナ州選出のルーガー（ ）外交

委員会委員長（共和党）によって提出されたもので、気候変動問題への積極的な対

応は米国経済にとって利益をもたらし、エネルギー安全保障も強化されると位置付

けられた。また、他国の動向にも言及されており、すでに他の先進諸国では温室効

果ガスの排出を削減する方策が開始されている結果、米国の企業は急速に拡大して

いる気候変動関連分野において競争上不利になっていることも指摘された 。

上述のように、 年の中間選挙では上下両院において民主党が過半数を超える

議席を獲得したことから、それまで両院で共和党が与党であった状況が一変した。

新たに民主党が与党となった第 回議会においては、 年 月の開会後まもな

小 尾 美千代

（ ） アクセス

（
） アクセス
（ ）

（
） アクセス

（ ）
（

） アクセス 「バイデン・ルーガー決議案」
（ ） アクセス。
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く、「公正で効果的な国際的約束（ ）の交渉を通じて米国が地球規模の

気候変動に取り組む必要性に関する上院の意見表明」と題する決議案（ ）

がバイデン議員を中心に外交委員会に提出され、 年 月 日現在の賛同者は

人を数えている。また、キャップ・アンド・トレード型の排出量取引による温室効

果ガスの抑制を目的とした気候変動法案も多く提出されている。上院に提出されて

いる法案は、「マケイン・リーバーマン法案（ ）」、「ボクサー・サンダース

（ ）法案（ ）」、「カーパー・フェインスタイン（ ）

法案（ ）」、「ケリー・スノー（ ）法案（ ）」、「アレクザンダー・

リーバーマン（ ）法案（ ）」、「カーパー法案（ ）」、「サ

ンダース法案（ ）」、「ビンガマン・スペクター（ ）法案

（ ）」の つであり、下院に提出されている法案は、「オルバー・ギルクレス

ト（ ）法案（ ）」と「ワックスマン（ ）法案（ ）」

の つである 。

ここでは全ての法案の細かい比較は行わないが、例えば、上院のボクサー・サン

ダース法案と下院のワックスマン法案ではいずれも排出削減目標が 年までに

年レベルよりも ％削減とかなり意欲的な内容となっているが、このうち、

年から 年にかけて毎年 ％ずつ排出量を削減させることを中心とするワック

スマン法案に対しては、賛同者が 人を数えており、その中には 名の共和党議

員も含まれている 。

その一方で、これらのエネルギー法案に関しては、義務的な排出キャップ（上限）

を導入しない限り、今後 年間に米国の温室効果ガスの排出増加を抑制することは

できないとの見方が環境系シンクタンクの「エンバイロンメンタル・ディフェンス

（ ）」から発表されている。それによると、これらの法案では

気候変動問題に関する政策アイディアの共有と対立 米国政府、議会、州政府、民間レベルにおける多元的取り組み

松山「第 議会に提出されている気候変動法案」

コネチカット州選出のシェイズ（ ）議員とニュージャージー州選出のロバイオンド
（ ）議員。以下の資料も参照
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いずれも政府の権限が大きいことから、方策が十分に実行された場合の「楽観的

（ ）シナリオ」とあまり実行されない場合の「非楽観的（

）シナリオ」の つを想定して分析を行ったところ、「非楽観的シナリオ」

では 年までに現在の排出水準よりも ％増加する一方で、「楽観的シナリオ」

でも ％増加する結果となった。何もしない場合（ ）には温室効果ガスの排出

は ％増加すると見込まれていることから、これらの法案には一定の効果が認めら

れるものの、より有効な対策を行うためにはより排出量を削減する施策が必要との

見方が示されている 。

このように、現実に制度が実施された場合にどの程度、温室効果ガスが削減され

るかという効果に関しては今後の議論によって変化する余地がある。しかしなが

ら、少なくとも強制力をともなう排出量取引に関する法案が複数、提出されている

だけではなく、それに対する支持者も拡大しつつあることは大きな変化と言える。

州政府による取り組み

（ ） 主要な排出アクターとしての州政府とその政策

年代末の州政府による気候変動問題への対応を研究したレイブ（ ）

によると、当時の州政府による政策は、対策に消極的かつ批判的な州と積極的な州

とに大きく二分されていた。イリノイ州やインディアナ州、ミシガン州など 州

の議会では京都議定書を強く批判し、連邦上院議会による批准に反対する法案や決

議が成立された。このうち、ウェスト・ヴァージニア州では、さらに、州政府機関

に対して連邦政府機関との間で温室効果ガス削減を意図したいかなる合意形成をも

禁止する法律が 年に制定されている。その一方で、 年 月以来、 分の

を超える州で特定の産業に対する温室効果ガスの排出規制や、州全体での排出削減

小 尾 美千代

（ ） アクセス
アラバマ、アリゾナ、コロラド、アイダホ、イリノイ、インディアナ、ケンタッキー、ミシガン、

ミシシッピ、ノース・ダコタ、オハイオ、ペンシルバニア、サウス・カリフォルニア、ヴァージニ
ア、ウェスト・ヴァージニア、ワイオミング、の 州。
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目標の設置、特定の排出源に対する強制的な温室効果ガスの削減規制など、地球温

暖化対策を意図した法律や政令が成立している 。

年当時の温室効果ガスの排出量を見ると、テキサス州は とド

イツ（ ）に次いで世界 位に位置し、第 位の英国（ ）やカナ

ダ（ ）よりも上位にあった。このように、世界全体の 以上の排出量

を占める米国では、州レベルの取り組みは欧州諸国などにおける一国レベルでの取

り組みに相当する。また、連邦政府による政策が行われた場合でも、削減実行に際

してインセンティブを与えるなどの追加的な措置を取れることもあり、州政府によ

る対策の重要性は近年ますます注目されている 。

米国での州政府レベルにおける取り組みとしては、単独の政策と主に近隣諸州と

の協力・提携や排出量取引などの共通の制度や枠組みを形成する地域グループ単位

の政策に大きく二分される。州政府単独での気候変動問題への取り組みに関して、

最も積極的な政策を展開している州として注目されているのがカリフォルニア州で

ある。カリフォルニア州の温室効果ガスの排出規模は、上記と同じデータで

と世界で 番目であり、オーストラリア（ ）やブラジル

（ ）と同程度であったが、 年現在では世界で 番目の排出量を占めて

おり、排出規模の点から見てもその影響力は少なくない 。

カリフォルニア州は自動車による温室効果ガス排出に対する世界で初めて、

かつ、最も厳しい規制と言われる「新自動車排出ガス規制（ （

） ）」 を 年から施行している他、 年 月には温室効果ガス削減

気候変動問題に関する政策アイディアの共有と対立 米国政府、議会、州政府、民間レベルにおける多元的取り組み

の略。二酸化炭素排出量の炭素換算重量（百万トン）。
州の排出量データについては、 を参照。州政府による対策の意義については以下

を参照

（ ） アクセス
については以下のカリフォルニア州政府ウェブサイトを参照

（ ）
（ ） アクセス。
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法案である「カリフォルニア州地球温暖化対策法（

）」（ ）を全米で初めて成立させている。この法律によって、カリフォ

ルニア州では 年までに州内の温室効果ガス排出量が 年レベルにまで削減さ

れることとなったが、これは規制を導入しない場合（ ）に予想される 年の

排出量よりも ％削減することを意味している。さらに、 年までに 年レベ

ルから ％削減することを目標として掲げ、このような非常に高いレベルの目標を

法制度化したことから、国内だけではなく国際社会からも注目を集めている。

カリフォルニア州のこのような積極的な政策は、排出量削減そのものにおける貢

献度の面だけではなく、それが他州や連邦政府など他のアクターに影響を及ぼす面

でも注目される。まず、「地球温暖化対策法」による排出量削減に関しては、

年から導入されることとなっているキャップ・アンド・トレード型の排出量取引制

度が中心的な役割を果たす。ところで、カリフォルニア州は、 年 月に西部の

州 によって形成された「西部気候イニシアティブ（

）」 の設立メンバーでもある。 には 年 月にカナダのブリティッ

シュ・コロンビア州が加盟したことで国際的な枠組みとなり、さらに、翌 月には

ユタ州が参加したことから、現在のメンバーは 州となっている。また、他にも

つの州がオブザーバーとして参加しており、その中にはカナダのオンタリオ、ケ

ベック、サスカチュワンの各州とメキシコのソノラ州も含まれている 。 は

オブザーバー参加のメンバーを含めると既に「西部」に止まらない国際的な枠組み

となっており、 年 月には としての温室効果ガス排出削減目標が設定さ

れた。これは国連気候変動枠組条約で定められている 種類の温室効果ガスを対象

として、 年までに 年水準よりも ％減少させるというもので、これは何も

しない場合（ ）よりも ％の削減に相当する。この目標を達成するためには市

小 尾 美千代

カリフォルニア州以外のメンバーは、アリゾナ、ニューメキシコ、オレゴン、ワシントンの各州
である。

と表記されることもあるが本稿では公式 で用い
られている名称でもある を用いた。 のウェブサイト

他にコロラド、カンザス、ネバダ、ワイオミングの各州がオブザーバー参加している。
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場メカニズムに基づいた方策が考えられていることから、カリフォルニア州やメン

バー州での排出量取引制度は にも大きな影響を与える可能性が指摘される。

また、カリフォルニア州では温室効果ガス排出の ％を輸送部門が占めているこ

とから、「地球温暖化対策法」による取り組みの一環として、シュワルツネッガー

（ ）知事は 年 月に、自動車を対象とした低炭素燃料基

準（ ）を制定する政令に署名した。 は

年までに州内で販売される全ての輸送用燃料の炭素排出量を ％削減させるもので

あり、それによって、再生可能燃料の市場が 倍以上に拡大し、ガソリン消費量の

％が低炭素燃料に置き換えられ、さらに、 万台以上の燃料電池車やハイブ

リッド車が普及することが目標とされている 。

カリフォルニア州による は、すでに米国内の 州 および、カナダのオン

タリオ、ブリティッシュ・コロンビアの 州が採用を表明している。このうち、

のメンバーでもあるブリティッシュ・コロンビア州とカリフォルニア州は

年 月に 年までに共同で温室効果ガス排出を 年水準まで削減する協定

（ ）を締結しており、地球温暖化対策をめぐる協力関

係をさらに拡大させている 。こうして はカリフォルニア州にとどまらず、

広い範囲で低炭素燃料の基準として拡大しつつある。他方で、カリフォルニア州が

を制定するためには、連邦政府機関である環境保護庁（

）から、連邦規則に関する優先権放棄の認可を得る、すなわち、

カリフォルニア州に対して連邦政府の基準を優先することを連邦政府が求めない決

定をすることが必要となっている。そのため、カリフォルニア州は 年 月に優

気候変動問題に関する政策アイディアの共有と対立 米国政府、議会、州政府、民間レベルにおける多元的取り組み

（ ） アクセス のウェ
ブサイト
バーモント、ニューヨーク、ニュージャージー、マサチューセッツ、コネチカット、メイン、ロー

ドアイランド、ペンシルバニア、メリーランド、ワシントン、オレゴン、フロリダの各州。

（ ） アクセス
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先権放棄の申請を に提出しているものの、 は結論を 年末まで持ち越

すとの声明を 年 月に発表したことから、シュワルツェネッガー知事は、即

日、半年にあたる 年 月 日までに結論が下されない場合には、訴訟を起こす

旨の文書を に提出した 。この問題に関しては、カリフォルニア州出身のボ

クサー（ ）上院議員が議長を務める環境・公共工事委員会において、

月 日に公聴会が開かれ、さらに、 日には に対して 月 日までに温室

効果ガス排出をめぐる権利放棄の決定を行うように 長官に求める法案

（ ）が 対 で可決された。その後、この法案は本会議へ送られることはな

かったものの、気候変動対策をめぐる州政府と連邦政府の政策の相違はこのような

形で制度的な変化をもたらす方向にも作用している。

（ ） 州政府グループによる取り組み

気候変動に対する州レベルの取り組みとしては、上記の のように、地域的

に隣接している複数の州による排出量削減に関する協力体制もいくつか見られる。

このうち、東部地域において中心的な役割を果たすものとして期待されているのが

「地域温室効果ガス・イニシアティブ（ ）」

である 。 は、 年にニューヨーク州のパタキ知事がメイン州からメリー

ランド州までの 州の知事に対して、キャップ・アンド・トレード型の排出量取引

制度についての議論へ参加を呼びかけたことをきっかけに形成された排出量削減プ

ログラムである。 年 月に 州 の間でプログラムに関する正式な協定

小 尾 美千代

大塚俊和「米国における温室効果ガス排出量規制最新動向 総量規制へ向かう米国」『エコロー
ジエキスプレス トレンドウォッチ』 年 月 日
（ ） アクセス。これに対して
自動車の排ガス規制に関しては、カリフォルニア州は連邦規制を上回る基準を課す権利が唯一、認
められている。日本政策投資銀行国際部「温室効果ガス削減を目的とした世界初の自動車排ガス規
制法 環境規制先進州カリフォルニアの取組み」（ロスアンジェルス事務所駐在員事務所報告）
年 月
（ ） アクセス。

のウェブサイト
コネチカット、デラウェア、メイン、ニューハンプシャー、ニュージャージー、ニューヨーク、

バーモントの各州。
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（ ）が締結され、 年 月に、この協定に基づいて

プログラムを実施するための各州における具体的なルールであるモデル規定

（ ）が発表された。 年 月には一時、脱退していたマサチューセッツ

州とロードアイランド州が復帰し、さらに、 月にはメリーランド州が参加するこ

ととなり、現在では 州が参加メンバーとなっている。 は発電所からの温室

効果ガスを対象としたキャップ・アンド・トレード型の排出量取引制度を中心とす

る枠組みであるが、上記の 州以外にオブザーバーとして、ペンシルバニア州やワ

シントン の他に、カナダ東部諸州（ ）と

ニューブランズウィック州も参加している。 では、 年に発電所に対して

現行の排出量とほぼ同水準の上限（キャップ）を設定し、 年までそのレベルを

維持した後に、 年から 年間で現行水準から ％の削減を達成するというプロ

グラムであり、何もしなかった場合（ ）よりも 年までに約 ％の排出量を

削減することが目標となっている。

についてはプログラムを決定する最終段階でマサチューセッツ州とロード

アイランド州が脱退してしまったが、 年にそれぞれ復帰している。マサチュー

セッツ州では 年の知事選挙の結果、共和党から民主党に知事が代わったことが

復帰の大きな要因である。前職の共和党のロムニー（ ）知事はエネ

ルギー価格が一定水準を超えた場合の適用除外条項（ ）がないこ

とに不満を持ったために を脱退したが、新たに当選したパトリック（

）知事は、地球温暖化は解決が非常に困難な問題としつつも、それに対して

積極的に取り組んでいく姿勢を示した上で、 への復帰を命令した。 に

参加することで、電力会社に対して化石燃料ではなく再生可能エネルギーを利用す

るインセンティブが与えられることが期待されている。地球温暖化への対応は北東

部諸州だけの取り組みでは十分とは言えないが、 が連邦政府レベルなどより

広い枠組み形成への第一歩となることが期待されている 。

気候変動問題に関する政策アイディアの共有と対立 米国政府、議会、州政府、民間レベルにおける多元的取り組み

（
） アクセス
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これに対して、やはり 年に知事選挙が行われたロードアイランド州では、共

和党のカーシーリ（ ）知事が再選されたが、同知事は以前、自らが離

脱を決定した に復帰することを 年 月に行われた一般教書演説の中で明

らかにした。カーシーリ知事もマサチューセッツ州のパトリック知事と同様に、風

力や水力による再生可能エネルギーを積極的に利用する方針を示し、その上で、

への参加にあたって経済コストに関する懸念はあるものの、北東部における

同州の二酸化炭素排出量は低水準にあることから、参加によって利益を得ることが

できるとの見通しを述べた。さらに、 に参加する利点として、温室効果ガス

削減以外に、新たな経済成長の機会が広がることやエネルギー費用の削減を挙げ

た。そして、同州の課題として挙げられたピーク時の電力需要の抑制に関しても、

への参加は、それによってエネルギー効率を大幅に拡大させる計画や取り組

みに対する大きな経済的誘因がもたらされるために、効果的であるとされた 。

このように、州政府による取り組みは、水平的な、場合によっては国境を越えた

複数の州にまたがる制度へ拡大していると同時に、連邦政府や議会レベルなどの垂

直方向にも作用している。上記以外にも、カリフォルニア州のシュワルツネッガー

知事は低炭素燃料基準である を連邦政府も導入すべきとの考えを明らかにし

ている。カリフォルニア州はエネルギー源として石油にかなり依存しており、特に

交通機関に関しては ％を石油という単一のエネルギーに依存しているが、石油の

多くを輸入に依存しており、さらに、価格についても国際情勢の影響を受けやすい

ことから、 導入などの政策を行うことでエネルギー源を多様化することは安

全保障を高めることになると強調されている。このような状況は全米で交通機関の

燃料の ％を石油に依存している国家も同様であるため、国家安全保障の観点から

も連邦政府レベルでの の導入が求められたのである 。

また、コロラド州はかつて、 年代末の時点では気候変動問題に対して消極的

小 尾 美千代
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な州として分類されていたものの、 年 月に州知事は同州が設定していた「

年までに 」との再生エネルギー基準を全米レベルのモデルとするように要請

した。さらに、メリーランド州のオマリー（ ）知事とヴァージニア

州のケイン（ ）知事はそろって記者会見を行い、地球温暖化によって

海面上昇による影響や海洋資源への被害が想定されていることから、連邦政府に

キャップ・アンド・トレード型の排出量取引を採択するように要請した他、上院の

環境委員会で開かれたチェサピーク湾に関する公聴会に証人として出席した際に

は、温室効果ガス排出に上限を設定する連邦レベルでの法律を促進させるように要

請した。このように、連邦政府に対してより積極的な気候変動政策を要請する州の

動きが最近ではしばしば見られるようになってきている 。

民間レベルでの取り組み

州レベルでは積極的な気候変動政策がとられるようになってきているが、民間レ

ベルでの反応はどうであろうか。米国政府は義務的な排出量取引には消極的である

が、民間レベルでは自主的なキャップ・アンド・トレード型の排出量取引として

「シカゴ気候取引所（ ）」が 年から活動を行っ

ている。参加メンバーは企業や自治体、大学など様々であるが、 年 月時点で

であった参加団体の数は、 年 月現在では つの市、 つの郡、 つの大学

を含めた に増加している 。参加メンバーは 年から 年までの温室効果ガ

スの平均排出量を基準として、 年から 年までの第 期間に毎年 ％ずつ、

合計 ％削減することが目標として設定された。現在は 年から 年までの第

期間にあり、 年までに ％削減することが目標となっている。 での取

引量はかなり増加しており、 年前期だけで約 万トンとなり、 年 年分

の取引量（約 万トン）を既に超えている 。

には電力会社、製造業、電子機器、化学、運輸など様々な業種の企業が参

気候変動問題に関する政策アイディアの共有と対立 米国政府、議会、州政府、民間レベルにおける多元的取り組み

のウェブサイト
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加しているが、 年にニューメキシコ州が州として初めて に参加したのに

続いて、現在ではイリノイ州もメンバーになっている。また、オーストラリアのメ

ルボルン市も参加しており、 も排出量取引の枠組みとして拡大していく可能

性を有している。

また、大手企業 社と つの環境シンクタンクから構成されている自主的な団体

である「米国気候活動パートナーシップ（

）」 は 年 月に『行動の要求（ ）』と題する報告書

を発表し、連邦政府に対して温室効果ガスの排出を大幅に削減させる法律を整備す

るように要請した。また、議会に対しても、キャップ・アンド・トレード型プログ

ラムの整備をはじめ、温室効果ガスの抑制や省エネルギー推進などの様々な温暖化

対策を 年以内に実施するよう要求した。そして、短期・中期的な排出上限とし

て、 年以内に現状の ％、 年以内に ％、 年以内に ％を

目標として設定し、さらに、 年までに現状より ％削減するとの長期目標

を明確に設定すべきであると主張した。その後も 年 月に が参加したの

に続いて、 月にはクライスラー・グループとフォードも へ参加したこと

で、米国の自動車メーカーが全て参加することとなり、 年 月時点での参加企

業は 社となっている。

このように、民間企業の側が連邦政府や議会に対して強制力をともなう温室効果

ガス削減の制度を早急に整備するように要求している背景には、上述のような州レ

ベルでの様々な取り組みにともなうルールや制度の多様化に対する企業側の懸念が

指摘される。特に全米で事業を展開している大手企業にとっては州や地域ごとに異

なる制度が併存することはコスト面で多大な負担となることが予想されるため、全

国共通の統一されたルールや制度が求められるのである。その点で、 の参

小 尾 美千代

設立メンバーは以下の通り。ジェネラル・エレクトリック（ ）、デュポン、アロカ（ ）、
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）、世界資源研究所（ ）のシンクタンク。
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加メンバーが主に大手企業であることはその要求内容に大きく影響していると言え

るだろう。ただし、上述のように長期目標として 年までに現状から ％削

減というかなり厳しい排出量削減を設定していることから、 は単なるコス

ト削減のみを目的として統一ルールを求めているわけではなく、自らを深刻な課題

としての地球温暖化に直接的に関与しているアクター、すなわちステークホルダー

として認識している企業が増加してきたことの表れと言えるだろう。

米国の民間電力会社と外国の電力会社からなる団体であり、ワシントン に本

部があるエジソン電気研究所（ ）は、 年にビンガ

マン上院議員が温室効果ガスに対して強制的規制を設定する法案を提出した際に、

その内容は規制としてはかなり緩いものであったにもかかわらず、これに公然と反

対した。しかしながら、 の設立メンバーでもあり、 年 月から の

理事長に就任している リソース社のスターバ（ ） （最高経営責

任者）は、 年秋の時点で「気候変動への対策をとらなければならないのであれ

ば、後回しにせずに行動をとった方がいい」との見解を示しており、議会でも次第

に強制的な温室効果ガスの排出削減に関する法案の数が次第に増加していく中で、

いずれ何らかの対策を取らざるを得なくなるとの認識が民間企業レベルで拡大しつ

つある 。

このように、コスト負担の観点から気候変動問題への取り組みに対してもっとも

消極的だと思われてきた民間企業の間では、温室効果ガスの排出削減が「選択肢の

一つ」から、避けられない「既定路線」へと位置付けが変わりつつあり、このこと

が米国政府や議会に対する新たな圧力となって、気候変動問題に対する全国的な取

り組みを促進する方向で作用していると言える。

．気候変動問題の位置付けと多元的な取り組みに関する考察

ブッシュ大統領は就任後すぐに、エネルギー輸入依存度の上昇や石油価格の高

騰、大規模停電等のエネルギー問題への対応を検討するため、 年 月にチェイ

気候変動問題に関する政策アイディアの共有と対立 米国政府、議会、州政府、民間レベルにおける多元的取り組み
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ニー（ ）副大統領を議長とする「エネルギー政策策定グループ（

）」を設置し、エネルギー戦略について検討させ

た。そして、同年 月には『アメリカの未来のための信頼性のある入手可能で環境

に安全なエネルギー（

）』と題する国家エネルギー戦略が発表された。このように政権

発足後、極めて迅速に作成されたエネルギー戦略とは対照的に、気候変動への戦略

が発表されたのは翌年の 年 月のことであり、ここにもブッシュ政権にとって

の政策課題の優先順位が反映されていると言える。この報告書では、米国経済がエ

ネルギー危機に直面しているとの観点から、エネルギー供給の拡大が米国経済の将

来的な発展には必要であり、それは環境保護との両立も可能とされた。その根拠と

しては、経済発展によって環境保護のための技術も発展してきたことが強調されて

おり、環境問題の主な要因は包括的かつ長期的な国家のエネルギー政策の欠如にあ

るされた 。

このような経済成長を重視する政策が行われてきた背景としては、チェイニー副

大統領が就任以前に大手石油関連企業のハリバートン社（

）の であったという人的な要因以外に、米国でのエネルギー消費量の増

加も指摘される。米国は石炭、石油、天然ガス資源を中心とする世界有数のエネル

ギー産出国であると同時に世界最大のエネルギー消費国でもあり、特に最大のエネ

ルギー源である石油の輸入量は年々増加しており、 年の輸入割合は約 ％と

なっている。特に 年の同時多発テロ以降、中東からの原油輸入の割合が増加

し、依存度が強まっていることは安全保障上の問題として懸念されるようになって

おり、その結果、実質的に気候変動問題は経済成長や安全保障と深く関連するエネ

ルギー問題よりも優先順位の低い問題として位置付けられてきたと言える。このよ

うな問題設定は、経済コストが生じるような規制型の対策には非常に批判的であっ

た政策姿勢や、温室効果ガスの排出量を絶対値ではなく経済規模との相対値、しか

小 尾 美千代
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もそれまでも減少傾向にあり、何もしなくても達成されるような指標を「削減目

標」として設定したことにも表れている 。

それでも、ブッシュ大統領は 年に気候変動政策を発表した際に、温室効果ガ

ス濃度を環境に悪影響が出ない水準で安定化させるという の目標にアメ

リカが関与することを再宣言することで、地球温暖化に積極的に対応する姿勢を内

外に示した。しかしながら、同時に「気候変動に関する科学は複雑であり、問題解

決への回答は不確実性が高く、技術は未発達」であると述べ、気候変動に関する科

学的な不確実性の存在と技術開発の遅れを強調し、両者を関連付けて論じること

で、気候変動への対策を温室効果ガスの排出削減そのものではなく、気象や代替エ

ネルギーなどに関する研究開発支援や技術支援などを通じたエネルギー産業への支

援策として位置付けたのである。こうして、ブッシュ政権による「気候変動政策」

は「エネルギー政策」や「経済支援策」となり、温室効果ガスの削減は実質的に政

策対象から外されてしまったのである 。

これに対して、カリフォルニア州や北東部諸州など、気候変動問題に積極的な政

策を展開してきた州では、温室効果ガスの削減が政策対象に含まれており、さら

に、地球温暖化対策は新たな経済機会の創出によって経済成長と正の相関関係にあ

ると位置付けられている点に特徴がある。例えば、カリフォルニア州の「地球温暖

化対策法」への署名に当たって、シュワルツネッガー知事は経済への影響を懸念す

る意見があったことをふまえた上で、この法律は「間違いなく経済にとって有益で

ある（ ）」との見解を述べ、この制度によっ

て大企業だけではなく、小規模の起業家にとっても利益がもたらされるとした 。

また、同州で導入された低炭素燃料基準である についても、「最も低いコス

ト、かつ、最も消費者に優しい方法で、強制的な基準と市場競争と柔軟な法の遵守
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（コンプライアンス）を利用する」排出削減の方法であり、海外からの石油への依

存度を低下させることで国際情勢の変化による物価変動から受ける影響も少なくな

るため、安全保障を高めることにもなると説明されている 。

温室効果ガス削減が対象として含まれる形での気候変動問題の位置付けは、

での取引拡大や への参加企業の増加に表れているように、民間企業の

間にも拡大しつつある。さらに、企業にとっては温室効果ガスの排出削減に関する

制度が重層化するとコスト面で負担が大きくなることが懸念されることから、州政

府レベルでの積極的な取り組みが拡大しつつある中で、全米レベルでの統一された

制度構築に対する要求が強まっている。また、民間企業は重要な政治アクターでも

あるため、温室効果ガス規制に関する法案が多く提出されるようになった議会での

審議にも影響を与えることが予想される。

この点に関連して、米国では共和党は自由経済主義の観点から地球温暖化対策と

して義務的な排出量取引を含めた政府規制を導入することには消極的であり、民主

党は環境保全の観点からも積極的であると見られることが少なくない。しかし、カ

リフォルニア州知事は共和党員であるし、また、 年という比較的早い段階から

温室効果ガス規制に関する法案を提出してきたマケイン上院議員は、 年の大統

領選挙に立候補している有力な共和党員でもあり、各議員の気候変動政策への選好

は出身州の経済状況にも大きな影響を受けるため、一概に党派制が強い問題とも言

えない。現在では、キャップ・アンド・トレード型の取引制度を支持する共和党の

有力な上院議員として、マケイン議員以外にも、ヴァージニア州のワーナー（

）議員、サウスカロライナ州のグラハム（ ）議員、ペンシルバ

ニア州のスペクター議員（ ）、メイン州のスノー（ ）議員

などの名前が挙げられている他、アラスカ州の 名の上院議員もこのリストに含ま

れている。特に、ワーナー議員はかつて気候変動問題に懐疑的であったと言われ、

共和党議員の支持拡大に影響を与えることが期待されている 。議会での温室効果

小 尾 美千代
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ガス規制を含めた気候変動対策に関する議論は、州レベルでの活動の拡大や民間レ

ベルからの制度構築の要請などを受けて、ますます盛んに行われるようになってき

ており、このような相乗効果によって米国では地球温暖化対策をめぐる法制度の形

成が促進されると思われる。

．結びにかえて

本稿では、京都議定書から離脱している米国において、かつて全会一致で京都議

定書の批准を拒否した議会において多くの地球温暖化対策に関する法案が提出され

たり、州レベルで地域的な排出量取引制度が形成されたりしている近年の変化を、

気候変動問題をめぐる政策アイディアの観点から分析し、連邦政府、議会、州、民

間の異なるレベル間の関連について考察することを試みた。ブッシュ政権の気候変

動政策はエネルギー安全保障や経済成長の観点から、実質的に温室効果ガスの規制

は対象外として様々なプログラムが実施されてきた。これに対して、特に州レベル

では温室効果ガスの規制措置にともなう経済機会の創出や安全保障の向上が強調さ

れ、温室効果ガス規制としての気候変動政策によって経済成長が促進されることを

主張することで、積極的な温暖化対策が行われ、そうした政策に対する賛同者が増

加しつつあることが明らかとなった。さらに、このような問題認識は民間企業でも

見られるようになっており、排出量削減に直接的に関与するアクターとして、州レ

ベルでの積極的な対応を受けて、全米レベルでの統一的な制度形成を議会や連邦政

府に対して要求するようになるという形で連邦政府、州政府、議会、民間の各レベ

ル間で相互作用が生じていることも明らかになった。

現在、国際社会では京都議定書の期限が切れる 年以降の国際的な枠組みが争

点となっており、 年 月に開催される の主要な議題ともなっている。

こうした中で 年 月には国連で気候変動問題に関するハイレベル会合が開か

れ、また、その直後には米国政府の主催による カ国と 代表が参加した主要排

出国会議が行われた。より実効性のある地球温暖化対策を行うためには主要排出国

の参加は不可欠であり、その点で米国による影響力は大きいものの、これまでのと

ころ米国政府による気候変動政策の基本的な位置付けに大きな変化は見られていな

気候変動問題に関する政策アイディアの共有と対立 米国政府、議会、州政府、民間レベルにおける多元的取り組み
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い。現在、 期目であるブッシュ政権は 年に政権交代することになっており、

今後も大きな政策変化は期待できないとの見方も少なくない。しかし、政府に対し

て温室効果ガスの規制を含めた積極的な政策を要求する圧力は米国内でも高まって

きており、今後の国際社会におけるポスト京都をめぐる議論の活発化とともに、連

邦政府レベルにおいても温室効果ガスの規制が政策議題となることが期待される。
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